


























特記仕様書に記載されている事項を淡々と実施するのではなく、その先にある
事業としての高い目標、本来の目的を見据え、それを実現するためには何が必
要なのかを考えること。 
そして必要と考えられるのであれば、いつでも積極的にJICAへ進言し、契約
変更をして欲しい。

この前提となるのは、JICA担当者・監督職員←→業務主任(&団員)との信頼
関係が基本となる。常にコミュニケーションを密にして、何かあればいつでも
相談、協議すること。またそれが可能となる関係を構築すること。


